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事実の概要

　Ｙ１らは、Ｘ１らを被申立人として、平成 23 年
6 月、日本商事仲裁協会（JCAA）に対し、本件仲
裁手続の開始を申し立てたところ、仲裁人として、
Ａほか 2名が選任された。Ａは、KS（法律事務所）
のシンガポールオフィスに所属する弁護士であ
る。Ｂ弁護士は、平成 25 年 2月、KS に移籍して
サンフランシスコオフィスに所属している。Ｂは、
Ｙ１と同じくＰ社を完全親会社とする PA 社を被
告とする米国のクラスアクションにおいて PA 社
の訴訟代理人であり、移籍後もその地位に就いて
いた（以下これを「本件事実」という）。Ａは、本
件仲裁手続において本件事実をＸ１ら仲裁当事者
に開示しないまま、平成 26 年 8 月 11 日、仲裁
判断が下された。
　その後、Ｘ１は、仲裁人の開示義務（仲裁法 18
条 4 項）の違反があると主張し、本件仲裁判断の
取消しを大阪地裁に申し立てた。大阪地裁は、こ
の取消申立てを棄却したが、大阪高裁はＡの開示
義務違反を理由として仲裁判断の取消しを認め
た。最決平 29・12・12（民集 71 巻 10 号 2106 頁）１）

は、開示義務に違反したというための要件を具体
的に挙示し、それらを更に審理させるため、原決
定を破棄して、大阪高裁に差し戻した。
　本件はその差戻後抗告審の決定である。Ｙ１ら
は、新しくＡ本人および KS の法務担当役員弁護
士の宣誓書、Ｂおよび米国のクラスアクションを
受任していたＷ法律事務所のパートナー弁護士ら
の宣誓書、並びに米国訴訟の専門家意見を証拠と
して提出した。審理の結果、Ｂのクラスアクショ

ンへの関与の程度、KS のコンフリクト・チェッ
クの体制、Ａが本件事実を認識できなかったこと
の原因が詳細に認定された。

決定の要旨

　抗告棄却。
　「争点（1）（法 18 条 4項所定の開示事実の有無）
について　（1）仲裁人は、仲裁手続の進行中、当
事者に対し、法 18 条 4 項の『自己の公正性又は
独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実』の
全部を遅滞なく開示すべき義務を負っており（法
18 条 4項）、その趣旨は、仲裁人に忌避の事由で
ある『仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる
相当な理由』（同条 1項 2号）に当たる事実より
も広く事実を開示させて、当事者が忌避の申立て
を的確に行うことができるようにすることによ
り、仲裁人の忌避の制度の実効性を担保しようと
したことにあると解される。なお、上記開示事実
に該当するか否かはその事実の性質に照らして客
観的に判断されるべきであり、相手方らが主張す
るような、仲裁人側でしか知り得ない事情によっ
て開示事実であるか否かの判断が左右されること
は相当ではない。」
　「Ｂが平成 25 年 2月に K&S に移籍した以降も、
平成 26 年 8 月 11 日に本件仲裁判断がされるま
での期間、訴訟手続上、本件クラスアクションに
おける PA の訴訟代理人の地位を有していたとの
事実（本件事実）は、上記（1）の法 18 条 4 項
の趣旨に照らし、その期間 KS に在籍していた仲
裁人Ａにとって、本件仲裁事件の当事者に対し、
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自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそ
れのある事実と認められるから、同条項の開示事
実に該当するものと認められる。なお、相手方ら
は、仮に、本件事実が存在するとしても、KS と
PA との間に『重大な商業上の関係』はないから、
Ａにとって、本件事実は法 18 条 4 項の事実には
該当しない旨を主張するが、前記のとおり同条項
の開示事実に該当するか否かの判断を、相手方ら
が主張するような仲裁人及び KS 側しか通常知り
得ない事情を考慮して判断するのは相当ではない
から、この点に関する相手方らの主張は採用でき
ない。」
　「争点（2）（Ａの開示義務違反の有無）　（1）
次に、仲裁人であるＡが、当事者に対し、遅滞
なく本件事実を開示しなかったことが、法 18 条
4項の開示義務違反に当たるというためには、Ａ
が本件事実を認識していたか、そうでないとして
も、本件事実が合理的な範囲の調査により通常判
明し得るものであったことを要すると解される。
……」　「（ア）……KS が世界的な大規模事務所で
あって、シンガポールオフィスの所属弁護士であ
るＡとサンフランシスコオフィスの所属弁護士で
あるＢ間に、業務上、業務外を問わず、いかなる
形でも接触をうかがわせる事情は認められず、Ａ
は、本件事実を認識していなかった旨を述べてい
る。」「また、Ａが所属する K&S においては、上
記……のとおりのコンフリクト・チェックシステ
ムが利用されており、本件のような所属弁護士間
の利益相反の可能性の有無は、これにより調査す
るシステムが採用されているところ……同システ
ムは、アメリカの大規模事務所で一般に利用され
ている標準的なシステムであり、ABA 法律家職務
模範規則にも沿ったものと認められ、Ａは、本件
仲裁手続の仲裁人に選任される際、コンフリクト・
チェックシステムを利用して利益相反の可能性を
確認して、合理的な範囲の調査を行ったことが認
められる。……」「（イ）そうすると、本件におい
て、Ａが、本件仲裁判断がされるまでに、本件事
実を認識していた事実は認められない……。」
　「（ウ）次に、本件仲裁判断がされるまでに、Ａ
が合理的な範囲の調査を行うことによって本件事
実を通常認識し得たと認められるかについて検討
する。……Ａは、コンフリクト・チェックシステ
ムを利用し、データベースに所要の情報を登録す
ることで、KS 所属弁護士との間で利益相反の発

生の有無を継続的に調査できる措置を講じていた
ものというべきで、これにより、仲裁人としての
公正性及び独立性に疑いを生じさせるおそれが生
じないようしていたものと評価できる。そして、
本件において本件事実がＡに判明することなく、
本件仲裁判断がされるに至ったのは、Ｂが本件ク
ラスアクションの訴訟代理人の地位を喪失してい
るとの認識の下、本件事実を KS に申告せず、そ
のためコンフリクト・チェックシステムのデータ
ベースに入力されなかったからであることが認め
られるのであって、このように移籍当時、業務に
関与しなくなっている案件の辞任通知漏れに起因
する移籍先事務所への申告漏れという例外的事象
によって生じている本件事実の存在は、合理的な
範囲の調査を行っても通常判明し得るものとは認
め難いから、結局、本件事実を開示しなかったＡ
の行動が法 18 条 4 項の開示義務違反に該当する
とはいえない。」
　「……Ｂによる前記申告漏れの事実をＡが通常
の調査によって把握することは困難であり、そう
であれば、これよりさらに進んで、Ａにおいて、
Ｂの電子メールの受信状況及びその内容を把握す
る余地もないのであるから、Ｂが本件クラスアク
ションの電子メールを継続的に受信しながら本件
クラスアクションにおいて訴訟代理人としての地
位を有する扱いをされていることを放置していた
ことが問題となり得るとしても、だからといっ
て、Ａが合理的な範囲の調査を行うことによって
本件事実が通常判明し得たと考える余地はな」い。
「……仲裁人の所属する法律事務所が一般的な水
準のコンフリクト・チェックシステムを構築して
いる場合、仲裁人は同チェックシステムの存在を
前提に、同チェックシステムで必要とされる行動
をしている限り、合理的な範囲の調査を継続的に
行ったものと評価すべきである。Ａは、本件仲裁
手続の仲裁人に就任した時点で、K&S のデータ
ベースに、本件仲裁事件の当事者らを登録してコ
ンフリクト・チェックシステムを利用していたの
であり、同システムはアメリカの大規模法律事務
所における一般的な水準のものであるというので
あるから、Ａは法 18 条 4 項に該当する事実の有
無について、合理的な範囲の調査を継続的に行っ
ていたと評価でき、Ａが不公正さを疑わせるよう
な事実がないかを合理的範囲で継続的に調査し、
その結果判明した事実について開示すべき義務を
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放棄したという批判は当たらない。」
　「争点（3）（本件事実の開示義務違反は、法 44
条 1 項 6 号の取消事由に該当するか）　……Ａに
法18条 4項の開示義務違反があることを前提に、
本件仲裁判断の取消事由があるとする抗告人らの
主張は、その前提を欠くものであって採用できず、
法 18 条 4 項の開示義務違反があれば、当然に法
44 条 1 項 6 号の取消事由があるか否かについて
は判断しない。……」

判例の解説

　一　本決定の意義
　本決定は 2点を判示した。第 1に、仲裁人と
同じ法律事務所に所属する別の弁護士が、別件訴
訟において仲裁事件当事者の関連会社の訴訟代理
人の地位を有していたとの事実（本件事実）は、
仲裁法 18 条 4 項の「自己の公正性又は独立性に
疑いを生じさせるおそれのある事実」（以下これ
を「開示必要事実」という）に該当すること。第 2
に、仲裁人の開示義務に関して、仲裁人の所属
する法律事務所が一般的な水準のコンフリクト・
チェックシステムを構築している場合、仲裁人は
同チェックシステムの存在を前提に、同チェック
システムで必要とされる行動をしている限り、合
理的な範囲の調査を継続的に行ったものと評価す
べきであること、である（以上、判タ 1468 号 65
頁の判示事項参照）。
　第 1点は、相手方（Ｙ１ら）が、差戻審の証拠
から認定された新事実を踏まえて、「本件事実」
が仮に存在するとしても、KS と PA との間に、「重
大な商業上の関係」はないから、Ａにとっては、
開示必要事実に該当しないと主張したことに対
して、大阪高裁が応答したものである（判旨争点
（1））。この点についてすでに学説上疑問が出さ
れ２）、また最高裁がこの点を明示的に論じていな
いという指摘があった３）。本決定は、開示必要事
実に該当するか否かについて、その事実の性質に
照らして客観的に判断されるべきであり、仲裁人
側でしか知り得ない事情によって開示事実である
か否かの判断が左右されることは相当ではないと
判断して、Ｙ１らの主張を退けた。
　仲裁法 18 条 4 項の趣旨が仲裁人の忌避制度の
実効性を担保することにあるならば（最決平成 29
年判旨参照）、忌避申立権を有する当事者の目線

を判断基準とする本決定は妥当であり、最決平成
29 年の判例を補充する意義がある。それに対し
て、第 2点めには、本稿では以下の疑問を提示
したい。

　二　仲裁人の開示義務と仲裁判断の取消事由の
　　　関係――最決平成 29年への疑問
　本決定は、破棄差戻の指示に即して、①Ａが本
件事実を認識していなかったこと、②その原因は
Ｂの申告漏れにあり、Ａが通常の調査によってＢ
の申告漏れの事実を把握することは困難であった
こと、③ KS はコンフリクト・チェックシステム
を構築しており、それを利用していたＡは合理的
な範囲の調査を継続的に行っていたと評価できる
こと、を認定してＡの開示義務違反を否定した。
最決平成 29 年の判例の定式に従っているという
意味では、本決定に間違いはない。しかし、仲裁
法 18 条 4 項の趣旨と文言、ならびに同 44 条 1
項 6 号の取消事由との関係を再検討するならば、
最決平成 29 年の判例法理自体に関する疑問が生
じる。
　最初の疑問は、本決定が、争点（1）において、
忌避申立権を有する当事者の目線を基準にして開
示必要事実の該当性を判断したことと対照的に、
仲裁人が開示義務を履行したかどうか（開示義務
違反の有無）という争点（2）について、Ａ（およ
び KS）の実際の認識または認識可能性という主
観的事情を決定的に考慮して判断していることで
ある。さらに問題なのは、本決定が、そのような
方法によって導かれたＡの開示義務違反の否定か
ら、即座に、44 条 1 項 6 号の取消事由の判断を
放棄したことである（判旨争点（3）参照）。
　これらの疑問や問題は、本件の事案とは異なり、
仲裁人の公平性が強く疑われるような事実、例え
ば仲裁人の子が仲裁当事者の親会社の役員である
等の事実が現実に存在したが、その事実が仲裁判
断後にはじめて仲裁人にも、また当事者にも明ら
かになった、という場合を考えればより明確にな
る。本決定（および最決平成 29 年）に従うならば、
仮に仲裁人が仲裁手続の間この事実を真実全く認
識せず、また認識し得なかったことについて当該
仲裁人にも子にも何の落ち度もなかったと認定さ
れる場合、仲裁人の開示義務違反は否定され、少
なくとも当該事実に関連付けて 44 条 1 項 6 号の
取消事由を認める余地はない。しかし、仲裁人の
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認識はともかく、客観的に見れば異論なく忌避申
立てが認められた仲裁人が関与した仲裁判断は、
その通用性の基盤を欠き、取り消されなければな
らないはずである。
　判断者の公正性を担保するための忌避の制度の
趣旨は、民事訴訟（民訴法 24 条）と仲裁とで変わ
らない。仲裁人は、裁判官と同じように公正・独
立の立場を保持しなければならず、かつそのよう
な外観を確保する必要がある４）。民事訴訟の裁判
官の忌避（および除斥）の事由の存否は、当該事
由に関する裁判官の知・不知、または認識の可能
性という主観面に左右されないのと同様に５）、仲
裁人が、主観的に「真実に」、（不）公正または（非）
独立であったかどうかは、仲裁判断の通用性を左
右しない６）。別の言い方をすれば、仲裁人の開示
義務の違反（履行態度）と仲裁判断の取消しの問
題は直結しない７）。
　本決定が開示義務違反の有無の判断に関して膨
大な紙幅を割いて詳細に扱った事項、すなわちＡ
が本件事実を認識していたか、または認識するこ
とができたかどうか、または KS のコンフリクト・
チェックシステムの体制とその利用等の事情は、
仲裁人が当事者に対して負う損害賠償責任の中で
考慮されるべき要素でしかない８）。

　三　本決定の評価
　したがって、私見によれば、仲裁人の公正性ま
たは独立性について客観的に疑いを生じさせるお
それのある事実が現実に存在したが、それが仲裁
人によって仲裁手続において開示されていなかっ
たならば、即座に、仲裁人は開示義務に反してい
るといえる９）。この解釈は、開示必要事実の「全
部」の開示を求める 18 条 4 項の文言にも合致す
る。本件についていえば、Ａは開示義務に違反し
た。しかし、そのことが直ちに本件仲裁判断の取
消しを引き起こすものではない。仲裁手続におい
て本件事実が当事者に開示されず、よって当事者
（特にＸ１）から忌避申立ての機会が奪われたこと
が、仲裁廷の構成または仲裁手続の法令違反とい
う取消事由（44 条 1項 6号）に該当するかは別問
題である。決定的なのは、本件事実の実情とそれ
が仲裁判断に与える影響である。
　本件事実に関連して、新しく認定された米国ク
ラスアクションにおけるＢの補助的な役割等を検
討するならば 10）、Ｂは名目上の訴訟代理人にす

ぎず、Ａも KS も、Ｙ１ら、さらには PA およびＰ
とは何の経済的利害関係を有していないと判断す
ることが可能である。つまり、本件仲裁手続にお
いては、客観的に見て、仲裁人としての公正性ま
たは独立性に疑問を生じさせ、かつ仲裁判断の結
論に影響を与える事実はＡに存在しなかった 11）。
したがって、本件の仲裁判断取消申立てを棄却す
るという本決定の結論は妥当であった。さらにい
えば、この結論を導くためのことであれば、開示
義務違反の有無に関して本件差戻審が費やした膨
大な審理と判断の紙幅は避けることができた。
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法政論集 279 号（2018 年）279 頁、吉田和彦・AIPPI63
巻 12 号（2018 年）1073 頁。

８）渡部美由紀・判例秘書ジャーナルHJ100032（2018 年）
7 頁参照。「法が人に不可能または過剰な困難を強いる
ことは許されない」（三木・前掲注３）124 頁）は、こ
の仲裁人の賠償義務の場面で妥当する法理である。

９）この点では、差戻前の原審決定に賛成する。
10）ただし、これらの新事実が、もっぱら差戻審に向けて
Ｙ１側で事後的に調達したＡ、Ｂ、または KS やＷらの関
係者の宣誓書等の書証のみで認定されたことには疑問が
ないではない。決定手続の限界として甘受するべきか検
討の余地がある。安達・前掲注１）121 頁参照。

11）これは、44 条 1 項 6 号に基づく取消しが認められな
いということである。同号に基づき仲裁判断は取り消さ
れるべきであるが、裁判所の裁量によって取消申立てを
棄却することができること、すなわち「裁量棄却」をい
うものではない。裁量棄却説が妥当でないことについて、
安達栄司「仲裁判断取消申立ての裁量棄却について」春
日偉知郎先生古稀祝賀『現代民事手続法の課題』（信山社、
2019 年）693 頁、715 頁。
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